
報告第２８号 

 

令和７年城里町議会規則第１号 

 

城里町議会傍聴規則の一部を改正する規則 

城里町議会傍聴規則（平成17年城里町議会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「，氏名及び年齢」を「及び氏名」に改める。 

第４条第４項中「傍聴人は，」を「傍聴証の交付を受けた者が傍聴席に」に改め、同

条第５項中「傍聴人」を「傍聴証の交付を受けた者」に改める。 

第６条第１項第１号中「銃器，棒，つえその他人に危害を加え，又は迷惑を及ぼす」

を「銃器，刃物，棒その他他人に危害を加える」に改め、同項第２号を次のように改め

る。 

(2)　ビラ，垂れ幕，たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために

使用されるおそれのあると認められるものを携帯し，又は着用している者 

第６条第１項中第３号から第６号までを削り、第７号を第３号とし、第８号を削り、

同項第９号中「議事を妨害する」を「会議を妨害し，又は他人に迷惑を及ぼす」に改め、

同号を同項第４号とし、同条第２項中「傍聴人」を「会議を傍聴しようとする者」に、

「前項第１号から第５号」を「前項第１号及び第２号」に、「物品」を「物」に改め、

同条第４項を削る。 

第７条第１号中「表明しない」を「表明し，又は議場に現在する者に対して示威的行

為をしない」に改め、同条第２号を次のように改める。 

(2)　携帯電話端末その他音を発する機器は，音を発しないようすること。 

第７条中第３号及び第４号を削り、第５号を第３号とし、第６号を削り、同号の次に

次の１号を加える。 

(4)　写真の撮影，録音，録画等（特に議長の許可を得たものを除く。）をしないこ

と。 

第７条中第７号を削り、第８号を第５号とし、同条第９号中「又は議事の妨害」を「会

議を妨害し，又は他人の迷惑」に改め、同号を同条第６号とする。 

第８条を削る。 

第９条中「すべて」を「全て」に改め、同条を第８条とし、第10条を第９条とする。 

附　則 

この規則は、公布の日から施行する。
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報告第２８号　説明資料

城里町議会傍聴規則の一部を改正する規則　新旧対照表 
 改　正　後 現　　　行

 第１条・第２条　（略） 第１条・第２条　（略）

 （傍聴の手続） （傍聴の手続）

 第３条　会議を傍聴しようとする者は，所定の場所で自己の住所及び氏

名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

第３条　会議を傍聴しようとする者は，所定の場所で自己の住所，氏名

及び年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。

 （傍聴証） （傍聴証）

 第４条　（略） 第４条　（略）

 ２・３　（略） ２・３　（略）

 ４　傍聴証の交付を受けた者が傍聴席に入場しようとするときは，所定

の入り口で傍聴証を提示しなければならない。

４　傍聴人は，入場しようとするときは，所定の入り口で傍聴証を提示

しなければならない。

 ５　傍聴証の交付を受けた者は，係員から要求を受けたときは，傍聴証

を提示しなければならない。

５　傍聴人は，係員から要求を受けたときは，傍聴証を提示しなければ

ならない。

 ６　（略） ６　（略）

 （議場への入場禁止） （議場への入場禁止）

 第５条　（略） 第５条　（略）

 （傍聴席に入ることができない者） （傍聴席に入ることができない者）

 第６条　次に該当する者は，傍聴席に入ることができない。 第６条　次に該当する者は，傍聴席に入ることができない。

 (1)　銃器，刃物，棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯

している者

(1)　銃器，棒，つえその他人に危害を加え，又は迷惑を及ぼすおそれ

のある物を携帯している者

 (2)　ビラ，垂れ幕，たすきその他の議場に現在する者に対する示威的

行為のために使用されるおそれのあると認められるものを携帯し、

又は着用している者

(2)　張り紙，ビラ，掲示板，プラカード，旗，のぼり，垂れ幕，かさ

の類を携帯している者

 （削除） (3)　鉢巻，腕章，たすき，リボン，ゼッケン，ヘルメットの類を着用

し，又は携帯している者

 （削除） (4)　ラジオ，拡声器，無線機，マイク，録音機，写真機，映写機の類

を携帯している者。ただし，第８条ただし書の規定により，撮影し，

又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。

 （削除） (5)　笛，ラッパ，太鼓その他の楽器の類を携帯している者
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 （削除） (6)　げた，木製サンダルの類を履いている者

 (3)　（略） (7)　（略）

 （削除） (8)　異様な服装をしている者

 (4)　その他会議を妨害し，又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足り

る顕著な事情が認められる者

(9)　その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認めら

れる者

 ２　議長は，必要と認めたときは，会議を傍聴しようとする者に対し，

係員をして，前項第１号及び第２号までに規定する物を携帯している

か否かを質問させることができる。

２　議長は，必要と認めたときは，傍聴人に対し，係員をして，前項第

１号から第５号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させ

ることができる。

 ３　（略） ３　（略）

 （削除） ４　児童及び乳幼児は，傍聴席に入ることができない。ただし，議長の

許可を得た場合は，この限りでない。

 （傍聴人の守るべき事項） （傍聴人の守るべき事項）

 第７条　傍聴人は，傍聴席にあるときは，静粛を旨とし，次の事項を守

らなければならない。

第７条　傍聴人は，傍聴席にあるときは，静粛を旨とし，次の事項を守

らなければならない。

 (1)　議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否

を表明し，又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(1)　議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否

を表明しないこと。

 (2)　携帯電話端末その他音を発する機器は，音を発しないようするこ

と。

(2)　談論し，放歌し，高笑し，その他騒ぎ立てないこと。

 （削除） (3)　鉢巻，腕章，たすき，リボン，ゼッケン，ヘルメットの類を着用

し，又は張り紙，旗，垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこ

と。

 （削除） (4)　帽子，外とう，襟巻の類を着用しないこと。ただし，病気その他

の理由により議長の許可を得た場合は，この限りでない。

 (3)　（略） (5)　（略）

 （削除） (6)　みだりに席を離れないこと。

 (4)　写真の撮影，録音，録画等（特に議長の許可を得たものを除く。）

をしないこと。

（追加）

 （削除） (7)　不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

 (5)　（略） (8)　（略）
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 (6)　その他議場の秩序を乱し，会議を妨害し又は他人の迷惑となるよ

うな行為をしないこと。

(9)　その他議場の秩序を乱し，又は議事の妨害となるような行為をし

ないこと。

 （削除） （写真，映画等の撮影及び録音等の禁止） 
第８条　傍聴人は，傍聴席において写真，映画等を撮影し，又は録音等

をしてはならない。ただし，特に議長の許可を得た場合は，この限り

でない。

 （係員の指示） （係員の指示）

 第８条　傍聴人は，全て係員の指示に従わなければならない。 第９条　傍聴人は，すべて係員の指示に従わなければならない。

 （違反に対する措置） （違反に対する措置）

 第９条　（略） 第10条　（略）

 附　則 附　則

 （略） （略）

 別記様式　（略） 別記様式　（略）

 　　　附　則

 　この規則は、公布の日から施行する。
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報告第２９号

令和７年城里町告示第183号

わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱の一部を改正する告示

わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱（令和元年城里町告示第42号）

の一部を次のように改正する。

第１条中「県実施要領」を「「県実施要領」」に改める。

第３条第１号(ア)①中「過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）」を

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）」に、

「第63号）又は」を「第63号）及び」に、「の指定区域を含む市町村（政令指定都市

を除く。）」を「で規定される条件不利地域を有する市町村のうち，政令指定都市を

除く市町村，及び平成22年国勢調査から令和２年国勢調査の人口減少が10％以上の市

町村」に改め、同号(ア)③中「就職した者」を「就職し，通勤した者」に、「、雇用

保険」を「，雇用保険」に、「通学期間を」を「通学期間の」に、「、高等専門学

校」を「，高等専門学校」に改め、同号(ウ)②中「永住者，日本人の配偶者等，永住

者の配偶者等，定住者，特別永住者」を「出入国管理及び難民認定法に定める「永住

者」，「日本人の配偶者等」，「永住者の配偶者等」，「定住者」，及び日本国との

平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める

「特別永住者」」に改め、同号(ウ)中③を④とし、②の次に次のように加える。

③ 申請者は，過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給して

いないこと。ただし，移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未

満の世帯員だった者が，５年以上経過し，18歳以上となり，茨城県及び城里町

が認める場合を除く。

第３条第３号(イ）を次のように改める。

(イ) 移住先でテレワークにより勤務する（原則，恒常的に通勤しない）こととし，

かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

第３条第４号中「次に掲げる事項のいずれかに該当すること。」を「次に掲げる(ア)

又は(イ)に該当し，かつ，(ウ)又は(エ)に該当すること。」に改め、同号に次のように

加える。

(ウ) 県内の農林水産業（専業に限る）へ就業，または承継した者

(エ) 市町村等において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている

者。ただし、複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善

計画の認定を申請する場合は，営農区域に応じて都道府県又は国による認定を

受けていること。

様式第１号を次のように改める。
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様式第１号（第４条関係）

年 月 日

城里町長 様

移住支援金交付申請書

わくわく茨城生活実現事業・茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県地方就職学生支援事業及び

地域課題解決型起業支援事業実施要領に基づき，関係書類を添えて移住支援金の交付を申請し

ます。

１ 申請者欄

２ 移住支援金の内容（該当する欄に○をつけてください）

３ 各種確認事項（該当する欄に○をつけてください）

※各種確認事項のＢに○をつけた場合は，移住支援金の対象となりません。

フリガナ 生年月日

氏名 年 月 日

住所 〒 電話番号

メールアドレス

単身・世帯 単身 世帯
世帯の場合は同時に移住した家族

の人数（１の申請者は含まない）
人

移住支援金の

種類

就業 起業 上記家族のうち

18歳未満の者の人数
人

テレワーク 関係人口

別紙１「移住支援金の交付申請に関する誓約

事項」に記載された内容について
Ａ 誓約する Ｂ 誓約しない

別紙２「わくわく茨城生活実現事業に係る個

人情報の取扱い」に記載された内容について
Ａ 同意する Ｂ 同意しない

（就業・起業・関係人口の場合のみ記載）

申請日から５年以上継続して，城里町に居住

し，かつ，就業・起業する意思について

Ａ 意思がある Ｂ 意思がない

（就業の場合のみ記載）

就業先の法人の代表者又は取締役などの経

営を担う者との関係

Ａ ３親等以内

の親族に該

当しない

Ｂ ３親等以内の

親族に該当す

る

（テレワークの場合のみ記載）

城里町への移住の意思について

Ａ 自己の意思

である

Ｂ 所属からの命

令である

申請者は，過去10年以内に申請者を含む世帯

員として移住支援金を受給していない

※ただし，移住支援金を全額返還した場合や

過去の申請時に18歳未満の世帯員だった

者が，５年以上経過し，18歳以上となり，

都道府県及び市町村が認める場合を除く。

Ａ 該当する Ｂ 該当しない

移住支援金の返還要件に該当する場合は，直

ちに城里町へ報告し，返還手続きをする
Ａ 誓約する Ｂ 誓約しない
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４ 転出元の住所

５ （東京23区の在勤者に該当する場合のみ記載）東京23区への在勤履歴

６ （テレワークによる移住者のみ記載）移住後の生活状況

７ （関係人口による移住者のみ記載）関係人口の内容（該当する欄に○を付けてください。）

※（ア）又は（イ）に該当し，かつ，（ウ）又は（エ）に該当することが必要です。

住所
〒

期間 就業先 就業地

勤務先部署

住 所 〒

勤務先へ行く頻度 行くことはない ／ 週・月・年 回程度 ／ その他（ ）

※原則，恒常的に通勤しないこと。

関係人口の内容 該当する

（ア） 茨城県が実施した関係人口要件創出事業の参加者

（イ） 申請者もしくは同一世帯の者が城里町内に住宅を新築または購入し

た場合。なお，同一の住宅に対して，移住支援金を複数回申請すること

は認められない。

（ウ） 県内の農林水産業（専業に限る）へ就業，または承継した者

（エ） 市町村等（※）において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定

を受けている者

※複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営改善計画

の認定を申請する場合は，営農区域に応じて都道府県又は国が認定。
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（様式１別紙１）

移住支援金の交付申請に関する誓約事項

１ わくわく茨城生活実現事業に関する報告及び立入調査について，茨城県及び城里町から求

められた場合には，それに応じます。

２ 以下の場合には，わくわく茨城生活実現事業・茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県地方就

職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領（以下「県実施要領」という。）に

基づき，移住支援金の全額又は半額を返還します。

(1) 移住支援金の申請に当たって，虚偽の内容を申請したことが判明した場合：全額

(2) 移住支援金の申請日から３年未満に城里町以外の市区町村に転出した場合：全額

(3) 移住支援金の申請日から１年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合：全額

(4) 県実施要領に基づく交付決定を取り消された場合：全額

(5) 移住支援金の申請日から３年以上５年以内に城里町以外の市区町村に転出した場合：半

額

３ 移住支援金の支給を受けた後に実施される城里町からの確認により，現況の報告を求めら

れた場合には，それに応じます。

※報告の求めに応じないことをもって，当該支援金の支給対象から除くことはいたしませ

んが，担当課より詳細な資料の提供やヒアリング等を依頼させていただきます。
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（様式１別紙２）

わくわく茨城生活実現事業に係る個人情報の取扱い

茨城県及び城里町は，わくわく茨城生活実現事業の実施に際して得た個人情報について，個人

情報の保護に関する法律等の規定に基づき適切に管理し，本事業の実施のために利用します。

また，茨城県及び城里町は，当該個人情報について，他の都道府県において実施する移住支

援事業の円滑な実施，国への実施状況の報告等のため，国，他の都道府県，他の市区町村に提

供し，又は確認する場合があります。
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様式第２号の１中

を

に改める。

様式第３号中

を

に、

を

に、

を

に改める。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、令和７年４月１日より適用する。

「
テレワーク交付金 勤務者に地方創生テレワーク交付金による資金提供をしていない

」

「
テレワーク交付金 勤務者に地方創生テレワーク交付金による資金提供をしていない

」

雇用形態 週20時間以上の無期雇用

就業形態 原則，恒常的に通勤せず，移住先でテレワーク勤務である

「
わくわく茨城生活実現事業，茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県地方就職学生支援

事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領の規定に基づき，以下のとおり移住支援

金を交付することを決定しましたのでお知らせいたします。
」

「
わくわく茨城生活実現事業・茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県地方就職学生支援

事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領（以下「県実施要領」という。）の規定

に基づき，以下のとおり移住支援金を交付することを決定しましたのでお知らせいたし

ます。
」

「
１ 城里町は，わくわく茨城生活実現事業，茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県地方

就職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業実施要領の規定に基づき，以下の

場合には，移住支援金の全額又は半額の返還を請求します。
」

「
１ 城里町は，県実施要領の規定に基づき，以下の場合には，移住支援金の全額又は半

額の返還を請求します。
」

「
２ 城里町は，わくわく茨城生活実現事業・茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県地方

就職学生支援事業実施要領の規定に基づき，わくわく茨城生活実現事業が適切に実施

されたかどうか等を確認するため，必要な事項の報告を求め，及び関係する場所に立

入調査を行います。報告及び立入調査に応じない場合，虚偽の内容を申請したものと

推定し，備考１に定める返還請求を行う場合があります。
」

「
２ 城里町は，県実施要領の規定に基づき，わくわく茨城生活実現事業が適切に実施さ

れたかどうか等を確認するため，必要な事項の報告を求め，及び関係する場所に立入

調査を行います。報告及び立入調査に応じない場合，虚偽の内容を申請したものと推

定し，備考１に定める返還請求を行う場合があります。

」

- 6 -





報告第２９号 説明資料

わくわく茨城生活実現事業における移住支援金交付要綱の一部を改正する告示 新旧対照表

改 正 後 現 行

（趣旨） （趣旨）

第１条 城里町は，茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び

城里町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき，城里町内へ

の移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に

資するため，茨城県と共同して行うわくわく茨城生活実現事業

において，東京圏（埼玉県，千葉県，東京都及び神奈川県をい

う。以下同じ。）から城里町に移住した者が，移住支援金の要

件を満たす場合に，予算の範囲内において移住支援金を交付す

ることとする。また，当該移住支援金の交付については，わく

わく茨城生活実現事業・茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県

地方就職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業の実施

要領（以下，「県実施要領」という。），法令等の定めるとこ

ろによるほか，この告示に定めるところによるものとする。

第１条 城里町は，茨城県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び

城里町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき，城里町内へ

の移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に

資するため，茨城県と共同して行うわくわく茨城生活実現事業

において，東京圏（埼玉県，千葉県，東京都及び神奈川県をい

う。以下同じ。）から城里町に移住した者が，移住支援金の要

件を満たす場合に，予算の範囲内において移住支援金を交付す

ることとする。また，当該移住支援金の交付については，わく

わく茨城生活実現事業・茨城就職チャレンジナビ事業・茨城県

地方就職学生支援事業及び地域課題解決型起業支援事業の実施

要領（以下，県実施要領という。），法令等の定めるところに

よるほか，この告示に定めるところによるものとする。

第２条 （略） 第２条 （略）

（対象者要件） （対象者要件）

第３条 単身で申請する場合は，第１号の要件を満たし，かつ第２号，

第３号，第４号又は第５号のいずれかの要件に該当する申請者を，世

帯で申請する場合にあっては，さらに第６号の要件に該当する申請者

を対象者とする。

第３条 単身で申請する場合は，第１号の要件を満たし，かつ第２号，

第３号，第４号又は第５号のいずれかの要件に該当する申請者を，世

帯で申請する場合にあっては，さらに第６号の要件に該当する申請者

を対象者とする。

(1) 移住等に関する要件 (1) 移住等に関する要件

次に掲げる（ア），（イ）及び（ウ）に該当すること。 次に掲げる（ア），（イ）及び（ウ）に該当すること。

(ア) 移住元に関する要件 (ア) 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。 次に掲げる事項の全てに該当すること。

① 住民票を移す直前の10年間のうち，通算５年以上，東京23区

内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域（過疎地域の持続的

発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号），山村

振興法（昭和40年法律第64号），離島振興法（昭和28年法律第72

① 住民票を移す直前の10年間のうち，通算５年以上，東京23区

内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域（過疎地域自立促進

特別措置法（平成12年法律第15号），山村振興法（昭和40年法律

第64号），離島振興法（昭和28年法律第72号），半島振興法（昭

-
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-



号），半島振興法（昭和60年法律第63号）及び小笠原諸島振興開

発特別措置法（昭和44年法律第79号）で規定される条件不利地

域を有する市町村のうち，政令指定都市を除く市町村，及び平

成22年国勢調査から令和２年国勢調査の人口減少が10％以上の

市町村をいう。以下同じ。）以外の地域に在住し，東京23区内へ

の通勤（雇用者としての通勤の場合にあっては，雇用保険の被

保険者としての通勤に限る。以下同じ。）をしていたこと。

和60年法律第63号）又は小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和

44年法律第79号）の指定区域を含む市町村（政令指定都市を除

く。）をいう。以下同じ。）以外の地域に在住し，東京23区内へ

の通勤（雇用者としての通勤の場合にあっては，雇用保険の被

保険者としての通勤に限る。以下同じ。）をしていたこと。

② （略） ② （略）

③ ただし，東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつ

つ，東京23区内の大学等へ通学し，東京23区内の企業等へ就職

し，通勤した者（ただし，雇用保険の被保険者としての就職に

限る。）については，通学期間の修業年限を上限（ただし，高

等専門学校は２年を上限）として本事業の移住元としての対象

期間とすることができる。

③ ただし，東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつ

つ，東京23区内の大学等へ通学し，東京23区内の企業等へ就職

した者（ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。）

については，通学期間を修業年限を上限（ただし、高等専門学

校は２年を上限）として本事業の移住元としての対象期間とす

ることができる。

(イ) （略） (イ) （略）

(ウ) その他の要件 (ウ) その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。 次に掲げる事項の全てに該当すること。

① （略） ① （略）

② 日本人である，又は外国人であって，出入国管理及び難民認

定法に定める「永住者」，「日本人の配偶者等」，「永住者の

配偶者等」，「定住者」，及び日本国との平和条約に基づき日

本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める

「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

② 日本人である，又は外国人であって，永住者，日本人の配偶

者等，永住者の配偶者等，定住者，特別永住者のいずれかの在

留資格を有すること。

③ 申請者は，過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支

援金を受給していないこと。ただし，移住支援金を全額返還し

た場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が，５年以

上経過し，18歳以上となり，茨城県及び城里町が認める場合を

除く。

（追加）

④ その他茨城県又は城里町が移住支援金の対象として不適当と

認めた者でないこと。

③ その他茨城県又は城里町が移住支援金の対象として不適当と

認めた者でないこと。

(2) （略） (2) （略）

-
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(3) テレワークに関する要件 (3) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) （略） (ア) （略）

(イ) 移住先でテレワークにより勤務する（原則，恒常的に通勤し

ない）こととし，かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

(イ) 転入から申請までの間，勤務日数の１／５を超えて所属先企

業等へ行かず，移住先において業務にあたること。

(ウ)・(エ) （略） (ウ)・(エ) （略）

(4) 関係人口に関する要件 (4) 関係人口に関する要件

次に掲げる(ア)又は(イ)に該当し，かつ，(ウ)又は(エ)に該当する

こと。

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

(ア) （略） (ア) （略）

(イ) 茨城県が実施した関係人口要件創出事業の参加者 (イ) 茨城県が実施した関係人口創出事業の参加者

(ウ) 県内の農林水産業（専業に限る）へ就業，または承継した者 （追加）

(エ) 市町村等（※）において「認定新規就農者」や「認定農業者」

の認定を受けている者

※複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」に係る経営

改善計画の認定を申請する場合は，営農区域に応じて都道府

県又は国が認定。

（追加）

(5)・(6) （略） (5)・(6) （略）

第４条～第11条 （略） 第４条～第11条 （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

様式第１号（第４条関係） 様式第１号（第４条関係）

【別記１ 参照】 【別記１ 参照】

様式第２号 （略） 様式第２号 （略）

様式第２号の１（第４条関係） 様式第２号の１（第４条関係）

【別記２ 参照】 【別記２ 参照】

様式第３号（第５条関係） 様式第３号（第５条関係）

【別記３ 参照】 【別記３ 参照】

附 則

この告示は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。
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報告第３０号 

 

令和７年城里町告示第　号 

 
　　　城里町学校等救急搬送時選定療養費補助金交付要綱 
　（目的） 
第１条　この告示は、別表に定める城里町内の学校等施設（以下「施設」という。）の管

理下での傷病等において、救急搬送された児童又は生徒の保護者が搬送先の医療機関

から選定療養費を徴収された際、当該保護者の負担軽減を図るとともに、施設が救急

車の要請をためらわずに行うことを目的とする。 

　（定義） 

第２条　この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1)　選定療養費　厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養（平成

18年厚生労働省告示第495号）第２条第１項第４号及び第５号に定める選定療養に

係る費用をいう。 

(2)　交付対象者　別表に定める施設に在籍する０歳から18歳に達する日以後の最初

の３月31日までの間にある児童又は生徒の保護者であって、施設の管理下において

当該児童又は生徒が救急搬送され、その際に生じた前号に規定する選定療養費を負

担したものをいう。 

　（補助要件） 

第３条　この告示による補助金交付の対象となる選定療養費については、次の各号に掲

げる要件をすべて満たすものとする。 

(1)　施設の管理下において発生した事故等が原因で、児童又は生徒が傷病を被った

こと。 

(2)　施設が、自らの判断に基づいて救急搬送を要請したこと。 
(3)　当該救急搬送において、搬送先の医療機関から、選定療養費を徴収されたこと。 
（補助金額） 

第４条　補助の金額は、交付対象者が医療機関に支払った選定療養費の全額とする。 
（補助金の交付申請及び請求） 

第５条　交付対象者は、補助金の交付を申請するときは、城里町学校等救急搬送時選定

療養費補助金交付申請書兼請求書（様式第１号。以下「申請書」という。）に、当該施

設が発行する証明書（様式第２号）と医療機関が発行した選定療養費を支払ったこと

を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。 
２　前項の規定による申請の期限は、医療機関に選定療養費を支払った日の翌日から起

算して１年を経過した日までとする。 
（補助金の交付決定） 

第６条　町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審

査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、城里町学校等救急搬送時

選定療養費補助金交付決定通知書兼額確定通知書（様式第３号）により、交付対象者

に通知するものとし、指定口座へ振込により交付するものとする。 
　（その他） 
第７条　この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 
　　　附　則 
　この告示は、公布の日から施行する。 
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　別表（第１条関係） 

 
 

 区分 名称 位置
 

城里町立小学校

城里町立石塚小学校 城里町大字石塚 2497 番地
 城里町立常北小学校 城里町大字上青山 410 番地
 城里町立桂小学校 城里町大字孫根 291 番地
 城里町立沢山小学校 城里町大字下阿野沢 156 番地
 城里町立七会小学校 城里町大字塩子 2682 番地
 

城里町立中学校
城里町立常北中学校 城里町大字下青山 10 番地

 城里町立桂中学校 城里町大字阿波山 799 番地
 

認定こども園

認定こども園　常北保育園 城里町大字那珂西 1481 番地の 17
 みどりこども園 城里町大字石塚 1233 番地
 認定こども園　桂幼稚園 城里町大字阿波山 688 番地の 1
 城里町ななかいこども園 城里町大字小勝 1400 番地
 

放課後児童クラブ

石塚開放学級 城里町大字石塚 2207 番地の 1
 おひさま学童クラブ 城里町大字石塚 2497 番地の 2
 常北小児童クラブ 城里町大字上青山 410 番地
 桂小児童クラブ 城里町大字孫根 291 番地
 七会小児童クラブ 城里町大字塩子 2682 番地
 みどりこども園　げんきっ

きクラブ

城里町大字石塚 1221 番地の 1

 常北保育園　児童クラブチ

ャイルド館

城里町大字那珂西 1481 番地の 17

 桂幼稚園　ぐんぐんクラブ

桂

城里町大字阿波山 688 番地の 1

 

障害児支援施設

児童デイサービス　くろー

ばー

城里町大字石塚 1197 番地の 4

 放課後等デイサービス　く

ろーばー

城里町大字石塚 1197 番地の 1



報告第３１号

令和７年城里町告示172号

令和７年度城里町低所得者支援及び定額減税補足給付金（不足額給付）支給

事務実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援と

して、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、低所得者支援

及び定額減税補足給付金（不足額給付）に関し、必要な事項を定める。

（定義）

第２条 城里町低所得者支援及び定額減税補足給付金（不足額給付）（以下「調整給付金

（不足額給付分）」という。）は、低所得者支援及び定額減税補足給付金（調整給付）

（以下「調整給付金（当初給付分）」という。）の支給額に不足が生じる者等に対し、

城里町（以下「町」という。）によって贈与される給付金をいう。

（支給対象者）

第３条 調整給付金（不足額給付分）の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する

者であって、令和７年１月１日時点で町に住所を有する者（町の住民基本台帳に記録

されていないが、地方税法（昭和25年法律第226号）の規定による道府県民税所得割又

は市町村民税所得割（以下「個人住民税所得割」という。）が課される者等を含む。）

とする。ただし、所得税法（昭和40年法律第33号）上の非居住者並びに令和６年分所

得税に係る合計所得金額及び令和６年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が

1,805万円を超える者を除く。

(1) ア及びイに掲げる額の合計額（１万円を最小の単位とし、これに満たない 端数

がある場合には切り上げる。）がウに掲げる額を上回る所得税又は個人住民税所得割

の納税義務者

ア ３万円に、その者の令和６年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族であ

る者（いずれも国外に居住する者を除く。）の数に１を加えた数を乗じて得た額か

ら、その者の令和６年分所得税額（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41

条の３の３第１項の規定がないものとした場合における令和６年分の所得税の

額をいう。以下同じ。）を差し引いた額

イ １万円に、その者の令和５年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族であ

る者（いずれも国外に居住する者を除く。）の数に１を加えた数を乗じて得た額か

らその者の令和６年度分個人住民税所得割額（地方税法附則第５条の８第４項及

び第５項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。）を差し引いた額

ウ 調整給付金（当初給付分）の額（調整給付金（当初給付分）を辞退等した者に

あっては、調整給付金（当初給付分）を辞退等していなければ受給していた額を

いい、調整給付金（当初給付分）給付対象外であった場合、０とする。）

(2) 令和６年分所得税額及び令和６年度分個人住民税所得割額が０であり、令和６年

分所得税に係る合計所得金額及び令和６年度分個人住民税に係る合計所得金額が48

万円を超える者

(3) 令和６年分所得税額及び令和６年度分個人住民税所得割額が０であり、地方税法

第32条第３項及び第313条第３項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第４

項及び第313条第４項の規定による事業専従者である者

(4) 前三号の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援地方創生交付金制度要綱（令
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和５年11月29日付け府地創第327号）に規定する「地域の実情によりやむを得ないと

内閣府が認める場合」に該当する者

２ 第１項第１号アに掲げる額は、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書に記載す

る控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握でき

る令和７年度分個人住民税課税情報から推計した令和６年分所得税額から算定した

額とすることができる。

３ 第１項各号においては、修正申告等により同時に要件を満たすことのない給付を受

けている者を除く。

４ 第１項第２号及び第３号においては、次の各号に該当する者を除く。

(1) 令和６年分所得税額又は令和６年度個人住民税所得割額が０でない者

(2) 調整給付金（当初給付分）の給付対象者（控除対象配偶者又は扶養親族として加

算される者を含む。）

(3) 令和５年度の住民税非課税世帯への給付（物価高騰対応重点支援地方創生臨時

交付金を財源として給付したものに限る。）若しくは均等割のみ課税世帯への給付

又は令和６年度の新たに住民税非課税若しくは新たに均等割のみ課税となった世

帯への給付の対象世帯の世帯主又は世帯員

（支給額）

第４条 前条第１項第１号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金（不足

額給付分）の金額は、同号ア及びイに掲げる額の合計額（１万円を最小の単位とし、

これに満たない端数がある場合には切り上げる。）から同号ウに掲げる額を差し引い

た金額とする。ただし、令和６年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場

合は同号イを、令和６年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を越える場

合は同号ロを、それぞれ０とする。また、令和６年１月２日以降に国外から転入し令

和７年１月１日時点で、町に住所を有する者（町の住民基本台帳に記録されていない

が、個人住民税所得割が課される者等を含む。）については、同号ウを０とする。

２ 前条第１項第２号及び第３号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付

金（不足額給付分）の金額は、原則として、４万円とする。ただし、令和６年１月２

日以降に国外から転入し令和７年１月１日時点で町に住所を有する者（町の住民基本

台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。）については、

３万円とする。

３ 前条第１項第４号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金（不足額給

付分）の金額は、原則として、４万円から、所得税法等の一部を改正する法律（令和

６年法律第８号）による改正後の地方税法に基づく特別税額控除額、既に給付を受け

た調整給付金（当初給付分）の額並びに前条第１項第１号の規定により支給される調

整給付金（不足額給付分）の額（いずれも控除

対象配偶者又は扶養親族として加算される者として受けた額を含む。）を差し引いた額

とする。

４ 前条第１項第１号ア及びイに掲げる額を課税台帳等から抽出し、調整給付金（不足

額給付分）の金額の算定等の事務処理を進める日（以下「事務処理基準日）」という。）

は、令和７年６月２日とする。

５ 事務処理基準日以降に生じた前条第１項第１号ア及びイに掲げる額の修正等につ

いては、原則として、同項に定める調整給付金（不足額給付分）の金額に反映しない

ものとする。

（受給権者）

第５条 調整給付金（不足額給付分）の受給権者は、第３条における支給対象者とする。

- 2 -



（支給の方式）

第６条 第３条第1項第１号に規定する者は、調整給付金（不足額給付分）支給確認書（様

式第１号。以下「確認書」という。）を提出するものとする。ただし、令和７年１月１

日時点で町に住所を有する者（町の住民記録台帳に記録されていないが、個人住民税

所得割が課される者等を含む。）で町から調整給付金（当初給付分）を受給していない

者については、転入者用調整給付金（不足額給付分）申請書（様式第２号。以下この

項において「申請書」という。）を提出するものとし、町は、当該者から申請書の提出

があったときは、当該者に確認書を送付し、当該者は確認書を提出するものとする。

２ 第３条第1項第２号又は第３号又は第４号に規定する者は、転入者以外用調整給付

金（不足額給付分）申請書（様式第３号）を提出するものとする。

３ 確認書及び申請書（以下「確認書等」という。）の提出は、次の各号に掲げる方式の

いずれかにより行う。この場合、第３号及び第４号に掲げる方式は、確認書等の提出

者（以下「提出者」という。）が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から

著しく離れた場所に居住していることその他第１号又は第２号による支給が困難な

場合に限り行う。

(1) 郵送方式 提出者が確認書等を郵送により町に提出し、町が提出者から通知さ

れた金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口方式 提出者が確認書等を町の窓口に提出し、町が提出者から通知された金

融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 提出者が確認書等を郵送により、又は町の窓口において町に

提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

４ 提出者は、確認書等の提出にあたり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示する

こと等により、提出者本人であることを証するものとする。

５ 町は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から調整給付金（不足額給付

分）支給確認書送付先変更届（様式第４号。以下「変更届」という。）の提出があった

ときは、当該変更届に記載された送付先に確認書を送付するものとする。

（お知らせ方式）

第７条 町は、前条の規定にかかわらず、調整給付金（当初給付分）を支給した者、公

的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律（令

和３年法律第38号）第10条の特定公的給付に係る公金受取口座情報を取得できた者等

であって、第３条に掲げる支給要件を満たすことを確認できる者に対し、調整給付金

（不足額給付分）支給のお知らせ（様式第５号）により調整給付金（不足額給付分）

の支給の申込みを行うことができる。

２ 前項による支給対象者は、支給の申込みを受けた際、調整給付金（不足額給付分）

受給辞退の届出書（様式第６号）による受給の辞退又は調整給付金（不足額給付分）

支給口座登録等の届出書（様式第７号）による登録口座の変更を申し出ることができ

る。

３ 町長は、前項の届出等がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、

調整給付金（不足額給付分）を支給することができる。

（代理による確認書等の提出・受給）

第８条 支給対象者に代わり、代理人として前条（第６条）の規定による確認書等の提

出及び調整給付金（不足額給付分）の受給を行うことができる者は、原則として次の

各号に掲げる者に限る。

(1) 法定代理人（親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた

保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人）
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(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で町長

が特に認める者

２ 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、

原則として委任状を提出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提

出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

３ 町は、第１項第１号及び第２号の者にあっては、町長が別に定める方法により、代

理権を確認するものとする。

（確認書等の提出の期限）

第９条 確認書等の提出受付開始日及び提出期限は、町長が別に定める日とする。

２ 確認書及び申請書の提出期限は、令和７年10月31日とする。

（支給の決定）

第10条 町長は、第６条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認

の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金（不足額給付分）を支給する。

（調整給付金（不足額給付分）の支給等に関する周知等）

第11条 町長は、給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、確認書等の提出の方

法、確認書等の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住

民への周知を行う。

（確認書等の提出が行われなかった場合等の取扱い）

第12条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第９条

第２項の提出期限までに確認書等の提出が行われなかった場合、支給対象者が調整給

付金（不足額給付分）の支給を受けることを辞退したものとみなす。

２ 町長が第９条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等

があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者

の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書等は取り下げられ

たものとみなす。

（給付金の返還）

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により調整給付金（不足額給付分）の支給を受

けた者に対しては、支給を行った調整給付金（不足額給付分）の返還を求める。

（受給権の譲渡又は担保の禁止）

第14条 調整給付金（不足額給付分）の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供

してはならない。

（その他）

第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行し、令和７年６月２日から適用する。
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報告第３２号 

 

令和７年城里町告示186号 

 

城里町病後児保育事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条　この告示は、病児保育事業実施要綱（病児保育事業の実施について（令和６年

３月 30 日こ成保第 180 号こども家庭庁成育局長通知）別紙。以下「国要綱」という。）

に基づき実施する病後児保育事業（以下「事業」という。）に関し、法令その他別に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（事業の内容） 

第２条　事業の内容は、児童が病気の回復期であり、かつ、集団保育を受けることが困
難な期間において、一時的に保育を行うものとする。 

（実施施設） 

第３条　事業を実施する施設（以下「実施施設」という。）は、城里町ななかいこども園
とする。 

（対象児童） 

第４条　事業の対象となる児童（以下「対象児童」という。）は、城里町に住所を有し、

児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 24 条第１項の規定による保育の実施の対象

となる生後６か月から就学前の児童とする。 

（利用定員） 

第５条　実施施設の１日当たりの利用定員は、３人とする。 

（利用時間及び休室日） 

第６条　実施施設の利用時間は、午前８時から午後６時までとする。 

２　実施施設の休室日は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1)　日曜日及び土曜日 

(2)　国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

(3)　12 月 29 日から翌年の１月３日までの日 

（利用期間） 

第７条　事業を利用できる期間は、前条に規定する休室日を除き、１回の理由につき連

続して５日間とする。ただし、対象児童の健康状態及び保護者の状況により町長が必

要であると認めるときは、当該期間を延長することができるものとする。 

（利用登録） 

第８条　事業を利用しようとする対象児童の保護者は、あらかじめ町長に対して病後児

保育施設利用登録届出書（様式第１号）を提出しなければならない。 

２　町長は、前項に規定する届出があったときは、病後児保育事業利用者登録台帳（様
式第２号）に登録するものとする。 

３　前項の規定による登録の有効期限は、病後児保育事業利用登録台帳に登録された日
の属する年度の末日までとする。 

（利用許可の申請等） 

第９条　前条の登録を受けた対象児童の保護者が事業を利用しようとするときは、医師

の診察を受けた上で、病後児保育事業利用申請書（様式第３号）を施設長に提出しな

ければならない。 

（利用の決定） 

第 10 条　町長は前条の規定による申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、

病後児保育事業利用許可（却下）通知書（様式第４号）により当該申請をした対象児

童の保護者に通知するものとする。 
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２　前項による許可を受けた対象児童の保護者は、利用日ごとに病後児保育事業利用連

絡票兼投薬依頼書（様式第５号）を施設長に提出しなければならない。 

（利用の取消し及び中止） 

第 11 条　施設長は、次に掲げる場合には、事業の利用の決定を取り消し、又は中止する

ことができる。 

(1)　対象児童の病気が再発状態にあり、又は急性期にあるなど回復期にあると認めら

れない場合 

(2)　対象児童の病状が変化し、実施施設における対応が困難である場合 

(3)　天災その他の事由により事業を実施することができない場合 

(4)　その他事業を利用することが不適当と認められる場合 

（費用の負担） 

第 12 条　本事業の利用料は無料とする。 

（職員の配置） 

第 13 条　実施施設は、国要綱第６項第２号の②に定める病後児保育に係る職員の配置

の基準に従って職員を配置しなければならない。 

（病後児保育の内容） 

第 14 条　病後児保育従事者は、児童の様子を保育日誌（様式第６号）に記録するととも

に、家庭への連絡票（様式７号）を作成し、健康状態、看護状態及び回復状態を保護

者と共有し、対象児童の心身の状況に応じた保育を行うことにより病後の早期回復に

努めるものとする。 

２　施設長は、衛生面への十分な配慮により職員への感染の防止に努めるほか、複数の

対象児童を実施施設に受け入れるときは、他児への感染について配慮しなければなら

ない。 

（医療機関との連携） 

第 15 条　施設長は、緊急時に児童を受け入れてもらうための医療機関をあらかじめ選

定し、事業運営への理解を求めるとともに、協力関係を構築するものとする。 

（書類の整備） 

第 16 条　施設長は、当該実施施設がこの告示の規定に適合するものであることを確認

するために必要な書類を整備するものとする。 

（補則） 

第 17 条　この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定

める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この告示は、令和７年９月１日から施行する。 

（準備行為） 

２　この告示の施行の日前においても、事業の実施に関し必要な準備行為を行うことが

できる。 
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報告第３３号 

 

令和７年城里町告示第184号 

 

　　　城里町元気アップ振興券（第８弾）事業実施要綱 

　（目的） 

第１条　この告示は、エネルギー及び食料品の価格高騰に伴い家計負担や地域経済への

影響を受ける中、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、町民に地域振

興券を交付することにより、家計を支援するとともに、地域経済の振興を目的とした、

城里町元気アップ振興券（第８弾）事業（以下「地域振興券事業」という。）を実施

するに当たり、必要な事項を定めるものとする。 

　（定義） 

第２条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

　(1)　地域振興券　前条の目的を達成するために、城里町（以下「町」という。）が配

布する町内に所在する事業所又は店舗等（以下「事務所等」という。）でのみ使用

できる使用期限付き商品券をいう。 

　(2)　特定取引　地域振興券が対価の弁済手段として使用される物品（有価証券、前払

式証票その他これらに類するものを除く。）の購入若しくは借り受け又は役務の提

供をいう。 

　(3)　特定事業者　特定取引を行い、受け取った地域振興券の換金を申出ることがで

きる事業者として城里町商工会により登録された者をいう。 

　（地域振興券の交付） 

第３条　地域振興券は、この告示に定めるところにより交付する。 

２　交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

　(1)　令和７年10月１日（以下「基準日」という。）において、町の住民基本台帳（以

下「住民基本台帳」という。）に記録されている者 

　(2)　基準日において、住民基本台帳に記録はされてはいないが、配偶者からの暴力を

理由に避難し、配偶者とは生計を別にしている者及びその同伴者であって、次に掲

げる要件のいずれかを満たしている旨を町長に申出た当該ＤＶ等避難者。 

　　ア　その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律

（平成13年法律第31号）第10条に基づく保護命令（同条第１項第１号に基づく接

近禁止命令又は同項第２号に基づく退去命令）が出されており、かつ、町内に居

住することを証することができること。 

　　イ　婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」（婦人

相談所以外の配偶者暴力対応機関（行政機関や関係機関と連携してＤＶ被害者支

援を行っている民間支援団体も含む。）が発行した確認書を含む。また、親族か

らの暴力を理由に婦人相談所一時保護所又は婦人保護施設に入所している者に

婦人相談所により発行される「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」

と同様の内容が記載された証明書を含む。）が発行されており、かつ、町内に居

住することを証することができること。 

３　世帯の交付対象者分の地域振興券は、その世帯主に配布する。前項第２号に該当す

る者は、申出をした者にその同伴者分も含め交付する。 

４　交付方法は、簡易書留郵便により郵送するものとする。 

　（地域振興券） 
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第４条　地域振興券の１枚あたりの額面は、500円とする。 
２　地域振興券は１冊500円券の８枚綴りとし、うち４枚は大規模小売店舗立地法（平成
10年法律第91号）第２条第２項で定める大規模小売店舗では使用できないものとする。 

３　地域振興券は、城里町元気アップ振興券（第８弾）と称するものとする。 

　（地域振興券の使用範囲等） 

第５条　地域振興券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用すること

ができるものとする。 

２　地域振興券の使用期間は、令和７年12月１日から令和８年１月31日までの間とする。 

３　特定取引に使用された地域振興券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回る

ときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものと

する。 

４　地域振興券は、交換、譲渡及び売買を行うことができないものとする。 

５　地域振興券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することが

できるものとする。 

６　地域振興券は、次の各号に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用すること

はできないものとする。 

　(1)　不動産や金融商品 

　(2)　たばこ 

　(3)　商品券、プリペイドカードなど換金性の高いもの 

　(4)　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第

２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務 

　(5)　国税、地方税や使用料などの公租公課 

　（特定事業者の登録等） 

第６条　特定事業者の募集及び登録は、城里町商工会が別に定めるものとする。 

　（特定事業者の責務） 

第７条　特定事業者は、前条の手続きのほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。 

　(1)　特定取引において地域振興券の受け取りを拒まないこと。 

　(2)　地域振興券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。 

　(3)　城里町商工会と適切な連携体制を構築すること。 

２　城里町商工会は、特定事業者が前条の手続きに反する行為を行ったときは、当該特

定事業者の登録を取り消すことができる。 

　（地域振興券の換金手続） 

第８条　特定事業者が特定取引において受け取った地域振興券の換金は、城里町商工会

が別に定める方法により行うものとする。 

　（地域振興券に関する周知等） 

第９条　町長は、地域振興券事業の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の

方法により周知を行うものとする。 

　（その他） 

第10条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この告示は、公布の日から施行する。 

　（この告示の失効） 

２　この告示は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。
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報告第３４号 

 

令和７年城里町告示第185号 

 

　　　城里町元気アップ振興券（第８弾）事業補助金交付要綱 

　（趣旨） 

第１条　この告示は、城里町商工会（以下「事業実施者」という。）が、城里町元気ア

ップ振興券（第８弾）事業実施要綱（令和７年城里町告示第184号、以下「実施要綱」

という。）に基づき、町民の家計支援及び地域経済の振興を目的として実施する城里

町元気アップ振興券（第８弾）に関する事業に対して、予算の範囲内において、城里

町元気アップ振興券（第８弾）事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するた

め、城里町補助金等交付規則（平成17年城里町規則第42号）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

　（補助対象事業） 

第２条　補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、事業実

施者が行う次に掲げる事業（以下「地域振興券事業」という。）とする。 

　(1)　実施要綱第２条第１項第１号に規定する地域振興券（以下「地域振興券」という。）

の印刷、保管、輸送及び警備等 

　(2)　地域振興券事業に参加する実施要綱第２条第１項第３号に規定する特定事業者

（以下「参加店舗」という。）の募集、審査及び登録等 

　(3)　地域振興券事業の広報 

　(4)　地域振興券の管理 

　(5)　使用済み地域振興券の回収、検品及び換金等事務 

　(6)　その他必要な業務 

　（補助対象経費等） 

第３条　補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、地域振興

券事業の実施に要する経費として、事業実施期間内に発生する次に掲げる事務的経費

であって、城里町長（以下「町長」という。）が別に定める交付限度額内の範囲にお

いて、町長が必要かつ適当と認めた経費とする。 

　(1)　地域振興券の換金額 

　(2)　賃金 

　(3)　需用費　消耗品費及び印刷製本費等 

　(4)　役務費　手数料、広告費、保険料等 

　(5)　委託料 

　(6)　使用料及び賃借料 

　(7)　その他町長が認めるもの 

２　交付対象外経費は、次に掲げる経費とする。 

　(1)　間接的な経費 

　(2)　景品等 

　(3)　旅費及び飲食費 

　(4)　その他町長が定めるもの 

　（補助対象事業の実施方法等） 

第４条　地域振興券事業は、次に掲げる実施方法等に基づくものとする。 

　(1)　実施時期は、原則として令和８年２月13日までとする。 
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　(2)　地域振興券は１冊500円券の８枚綴りとし、うち４枚は大規模小売店舗立地法

（平成10年法律第91号）第２条第２項で定める大規模小売店舗では使用できないも

のとする。 

　(3)　地域振興券の配色は、表面をフルカラーとし、裏面１色とする。 

　(4)　地域振興券には、「城里町元気アップ振興券（第８弾）」であること及び特定事

業者でのみ使えることが明確に区別できるデザインとし、コピー防止及びシリアル

ナンバー印字（利用者控え含む）等の偽造対策を施すこととする。 

　(5)　利用可能商品等については、次に掲げるものを除くこととする。 

　　ア　不動産や金融商品 

　　イ　たばこ 

　　ウ　商品券及びプリペイドカードなど換金性の高いもの 

　　エ　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号。以

下「風営法」という。）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業において提

供される役務 

　　オ　国税及び地方税や使用料などの公租公課 

　　カ　その他この商品券の発行趣旨にそぐわないもの 

　(6)　地域振興券の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。 

　　ア　参加店舗において使用期間内に限り使用可能とする。 

　　イ　購入後の返品はできない。 

　　ウ　現金との引換えはしない。 

　　エ　つり銭は支払わない。 

　　オ　盗難、紛失及び滅失又は偽造及び模造等に対して、城里町（以下「町」という。）

は責を負わない。 

　　カ　特定事業者は、地域振興券を利用対象外とする商品を独自に定める場合は、あ

らかじめ、利用者が認識できるよう明示する義務を負う。 

　(7)　城里町元気アップ振興券（第８弾）事業のポスター、ステッカー及びチラシ等を

作成し広報する場合は、地域振興券事業の内容に合致したものであること。ただし、

広報物の種類、部数及び配置場所などについては、町が承認した企画提案に基づい

たものとする。 

　(8)　実施事業者は、参加店舗の募集、申込受付及び審査をし、参加店舗の決定に際し

ては、事前に町と協議することとし、決定後は一覧を作成すること。 

　(9)　参加店舗数には特段上限を設けないこととする。 

　(10)　事業実施者は、城里町商工会会員となっている特定事業者については、その者

に代わって申込みをすることができる。 

　(11)　事業実施者は、参加店舗に対し指導及び連絡調整を行い、参加店舗であること

を称するものを表示させる。 

　(12)　参加店舗の資格は、次に掲げるいずれにも該当しない者とする。 

　　ア　風営法第２条に規定する営業を行う者 

　　イ　特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行

う者 

　　ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２

条第６号に規定する暴力団員が役員又は代表者として、若しくは実質的に経営に

関与している団体、その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を

有している団体など 

　　エ　実施要綱第５条第６項の規定にする取引又は商品のみを取り扱う店舗等 
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　(13)　事業実施者は、参加店舗の申込み時に次に掲げる事項を遵守させ、反する行為

を行ったときは登録を取り消すこととする。 

　　ア　特定取引において地域振興券の受け取りを拒まないこと。 

　　イ　地域振興券の交換、譲渡及び売買を行わないこと。 

　　ウ　事業実施者と適切な連携体制を構築すること。 

　(14)　事業実施者は、参加店舗からの換金請求により使用済み地域振興券を換金する

こと。 

　(15)　換金期間は令和７年12月１日から令和８年２月13日までとする。ただし、日程

の詳細については、町と協議の上決定するものとする。 

　(16)　事業実施者は、換金期間内に換金されなかった地域振興券は換金しないこと。

ただし、天災その他やむを得ない事由がある場合において換金できない場合を除く。 

　(17)　事業実施者は、換金時において地域振興券とデータとで枚数等相違がある場合

は、その原因究明を行い、責任をもって対応すること。 

　(18)　事業実施者は、使用済み地域振興券は、安全かつ確実に廃棄すること。 

　(19)　事業実施者は、地域振興券の廃棄に関しては、換金手続きに影響が出ないよう

に考慮すること。 

　(20)　事業実施者は、地域振興券の管理及び配送については、現金と同様の扱いが必

要なため、十分なセキュリティ対策を講じること。 

　(21)　事業実施者は、その他地域振興券事業に係る各種作成物についても、期日を遵

守し安全かつ確実に配送すること。 

　(22)　事業実施者は、参加店舗からの問い合わせ等について適切に対応できる体制を

確保すること。 

　(23)　事業実施者は、参加店舗への対応における個人情報に関する問合せについては、

慎重に対応すること。 

　(24)　事業実施者は、地域振興券事業に伴い収集したデータは適正に管理すること。 

　(25)　事業実施者は、個人情報の取扱いについては、個人情報取扱事務に係る特記仕

様書に基づき、適正に行うこと。 

　(26)　事業実施者は、換金業務に必要なデータを作成すること。 

　(27)　事業実施者は、収集及び作成するデータについては、事前に町と協議すること

とし、各種データについては、随時、町に報告すること。 

　(28)　事業実施者は、地域振興券事業を総括する事務局を開設し、適正かつ確実な業

務遂行体制を構築すること。 

　(29)　事業実施者の事務局は町との連携を密にすること。 

　（補助金の申請） 

第５条　事業実施者は、補助金の交付を受けようとするときは、城里町元気アップ振興

券（第８弾）事業補助金交付申請書（様式第１号）により、町長に申請しなければな

らない。 

　（交付決定の通知） 

第６条　町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、

適当と認めたときは、城里町元気アップ振興券（第８弾）事業補助金交付決定通知書

（様式第２号）により、事業実施者に通知するものとする。 

　（補助金の概算払） 

第７条　町長が必要と認めたときは、補助対象経費の10分の９を限度として、概算払を

することができる。 
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２　概算払に必要な書類は、城里町元気アップ振興券（第８弾）事業補助金精算（概算）

払請求書（様式第３号）とする。 

　（補助事業の内容及び経費の変更） 

第８条　事業実施者は、地域振興券事業の内容、補助対象経費及び補助金の額の変更を

しようとするときは、あらかじめ町長にその承認を受けなければならない。ただし、

事業の達成に支障をきたすことのない事業内容等の細部を変更する場合は、この限り

でない。 

　（補助事業の中止又は廃止） 

第９条　事業実施者は、地域振興券事業を中止し、又は廃止しようとするときには、あ

らかじめ町長にその承認を受けなければならない。 

　（状況報告） 

第10条　事業実施者は、町長から要求があったときは、地域振興券事業の遂行の状況に

ついて、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。 

　（実績報告） 

第11条　事業実施者は、地域振興券事業が完了したときは、その日から30日以内又は令

和８年２月13日のいずれか早い日までに城里町元気アップ振興券（第８弾）事業補助

金実績報告書（様式第４号）を町長に提出しなければならない。 

　（補助金の額の確定） 

第12条　町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかに内容を審査し、適正

であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、城里町元気アップ振興券（第

８弾）事業補助金交付確定通知書（様式第５号）により、事業実施者に通知するもの

とする。 

　（補助金の交付） 

第13条　事業実施者は、前条の規定による通知を受けたときは、城里町元気アップ振興

券（第８弾）事業補助金精算（概算）払請求書（様式第３号）を提出することにより

町長に補助金の交付を請求することができる。 

２　町長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が概算交

付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。 

　（関係書類の整備等） 

第14条　事業実施者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を

整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保

存しなければならない。 

　（その他） 

第15条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この告示は、公布の日から施行する。 

　（この告示の失効） 

２　この告示は、令和８年３月31日に限り、その効力を失う。 
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報告第３５号 

 

 

 

　　　令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率について 

 

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項 

及び第２２条第１項の規定により、令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金 

不足比率について、監査委員の意見を付して別紙のとおり報告する。 

 

 

 

 

 

　　　　　　令和７年　９月　９日　提　出 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　城里町長　上遠野　　修 
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１　健全化判断比率 

（単位　％） 

　備考　実質赤字率の欄及び連結実質赤字率の欄において、実質赤字額及び連結実質赤字額が

ない場合は、「―」と記載しています。 

 

 

２　資金不足比率 

（単位　％） 

　備考　各会計の欄において、資金不足が生じない場合は、「―」と記載しています。

 
区　　　分 令和６年度決算 早期健全化基準 財政再生基準

 
実 質 赤 字 比 率 　　　　　　― １４．２１ ２０．００

 
連結実質赤字比率 　　　　　　― １９．２１ ３０．００

 
実 質 公 債 費 比 率 ８．３ ２５．０ ３５．０

 
将 来 負 担 比 率 ４３．７ ３５０．０

 
区　　　分 令和６年度決算 経営健全化基準

 
水 道 事 業 会 計 　　　　　　　　― ２０．００

 
下 水 道 事 業 会 計 　　　　　　　　― ２０．００
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　城 里 監 査 第 ２ ０ 号 
令和７年８月２０日  

 
城里町長　上遠野　修　様  

 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査委員　　五十嵐　由美子  
 
　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　監査委員　　阿久津　則　男  
 
 
 

財 政 健 全 化 審 査 意 見 書 の 提 出 に つ い て  
 
 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により審査

に付された令和６年度健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書

類を審査したので、その結果について意見書を提出する。  
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令和６年度財政健全化審査意見書  
 
 
第１　審査の対象  

健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類  
 

第２　審査の期日  
　令和７年７月２９日（火）  
 

第３　審査の方法  
　財政健全化審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎

となる事項を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として実施した。 
 

第４　審査の結果  
審査に付された健全化判断比率及びその算出の基礎となる事項を記載した

書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。  

　  

第５  審査意見 

実質赤字比率については、黒字となっているため数値として表示されず、早

期健全化基準の 14.21％と比較すると下回っている。 

連結実質赤字比率については、黒字となっているため数値として表示されず、

早期健全化基準の 19.21％と比較すると下回っている。 

実質公債費比率については、8.3％となっており、早期健全化基準の 25.0％

と比較すると下回っている。 

将来負担比率については、43.7％となっており、早期健全化基準の 350.0％

と比較すると下回っている。 

特に指摘すべき事項はないが、引き続き財政の健全化に努められたい。 

 
項　目

令和６年度

健全化判断比率

令和５年度

健全化判断比率

早期健全化

基　　　準

財 政 再 生 
基 　 　 準

 実質赤字比率 － － 14.21％ 20.00％

 連結実質赤字比率 － － 19.21％ 30.00％

 実質公債費比率 8.3％ 8.6％ 25.0％ 35.0％

 将来負担比率 43.7％ 40.0％ 350.0％
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城 里 監 査 第 ２ ２ 号　  
　　令和７年８月２０日　  

 
城里町長　上遠野　修　様  

 
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査委員　　五十嵐　由美子  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監査委員　　阿久津　則　男  
　　　　　　　　　　　　　　   　　  
 
 

経営健全化審査意見書の提出について  
 
 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により審

査に付された令和６年度城里町水道事業会計及び令和６年度城里町下水道事

業会計の資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した書類を審査したの

で、その結果について意見書を提出する。  
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令和６年度城里町公営企業会計経営健全化審査意見書  
 
 
第１　審査の対象  
　資金不足比率及び算定の基礎となる事項を記載した書類  
　  

第２　審査の期日  
　令和７年８月１日（金）  
 

第３　審査の方法  
経営健全化審査は、町長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎と

なる事項を記載した書類が適正に作成されているかを主眼として実施した。  
 

第４   審査の結果  
審査に付された各会計の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められた。 

 

第５   審査の意見 

資金不足比率については、いずれの会計も黒字となっているため数値として

表示されず、経営健全化基準の 20.0％と比較すると下回っている。 

特に指摘する事項はないが、一般会計からの補助に頼ることなく収益を確保

するとともに、コストの削減により、引き続き財政の健全化に努められたい。 

 
会 計 名 資金不足比率 経営健全化基準

 
水道事業会計 － 20.0％

 
下水道事業会計 － 20.0％
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報告第３６号 

 

 

 

 

令和６年度 

 

一般財団法人城里町開発公社 

決 算 報 告 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自　　令和　６年　４月　１日 

至　　令和　７年　３月３１日 

 

一般財団法人城里町開発公社

















 





報告第３７号 

 

 

 

 

令和６年度 

 

株式会社　桂ふるさと振興センター 

決 算 報 告 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自　　令和　６年　４月　１日 

至　　令和　７年　３月３１日 

 

株式会社　桂ふるさと振興センター













報告第３８号 

 

 

 

 

令和６年度 

 

株式会社　物産センター山桜 

決 算 報 告 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自　　令和　６年　４月　１日 

至　　令和　７年　３月３１日 

 

株式会社　物産センター山桜












